
 

 

差別解消を目指す条例検討調査特別委員会（令和２年５月～令和３年６月） 

                                                                           令和２年 10月５日現在 
１ 所管調査事項 
・様々な差別の解消に向け、既存の条例との整合を図りながら、新たな条例制定も視野に入れ、調査・検討を行うこと。 

 
２ 重点調査項目 
(1)  新型コロナウイルス感染症に関わる差別等、インターネットによる人権侵害、部落差別、女性・性に関する差別、外国人に対する差別などの近年問題となっている様々な差別の実態を調査する

こと。 
(2) 「人権が尊重される三重をつくる条例」及びそれに基づく県の人権施策の検証を行うこと。 

(3) 差別解消に関する条約や法律、他都道府県の差別解消に関する条例を調査すること。 
(4) (1)～(3)を踏まえ、条例の在り方を検討すること。 
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４ 県内外調査について 
 (1)県内調査 日帰りの調査を適宜実施することができる。 ※ 実施にあたっては、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底すること。 
(2)県外調査 令和２年度中に実施しなければ時期を逸すると委員会が判断した県外調査に限り、申し合わせの行程・回数の範囲で実施することができる。 
※ 実施にあたっては、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底すること。また、調査先の感染状況や感染防止に関する方針等を踏まえ慎重に計画・実施すること。 

特別委員会活動計画書（案） 

（必要に応じて）県内外調査 

委員意見提出 パブリック
コメント 

提出前に 
全員協議会
で説明 

委員長報告 

資料１ 


